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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面に、表示パネルのソース線を駆動する複数の出力用バンプと、複数のデジタル信号
用バンプと、複数の電源入力用バンプとを備えたソース線駆動回路であって、
　複数の前記デジタル信号用バンプは、前記ソース線駆動回路の第一の長辺の左右角部周
辺及び左右の短辺に沿って配置され、
　複数の前記出力用バンプは、前記第一の長辺において、前記デジタル信号用バンプが配
置されていない領域に配列され、
　複数の前記電源入力用バンプは、前記第一の長辺に対向する第二の長辺における左右角
部周辺に配置されていることを特徴とするソース線駆動回路。
【請求項２】
　複数の前記デジタル信号用バンプはクロック信号用バンプを含み、該クロック信号用バ
ンプは複数の前記デジタル信号用バンプの最も外側に配置されていることを特徴とする請
求項１に記載のソース線駆動回路。
【請求項３】
　前記出力用バンプ又は前記デジタル信号用バンプが千鳥配置であることを特徴とする請
求項１又は２に記載のソース線駆動回路。
【請求項４】
　最も大きい電流が流れる電源又はＧＮＤ用配線に対応する前記電源入力用バンプが前記
第二の長辺の最も外側に設けられていることを特徴とする請求項１に記載のソース線駆動
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回路。
【請求項５】
　絶縁性基板を有する表示パネルと、
　請求項１に記載のソース線駆動回路を複数備えた表示装置であって、
　該ソース線駆動回路は、前記表示パネルの表示領域に前記第一の長辺を対向させ、かつ
間隔を開けて各バンプが下面となるように前記絶縁性基板の端縁に沿って伏せて配置され
、
　複数の前記出力用バンプは前記表示パネルのソース線に接続され、
　前記絶縁性基板上に形成され、隣り合う前記ソース線駆動回路のデジタル信号用バンプ
間を接続する複数のカスケード配線と、
　前記第二の長辺の左右角部周辺に配列された複数の前記電源入力用バンプに接続するよ
うに前記絶縁性基板上に形成され、電源又はＧＮＤ電位を給電する入力用配線と、
　該入力用配線に異方性導電膜を介して接続され、前記入力用配線に対応して電源又はＧ
ＮＤ電位を供給する外部配線を複数有し、前記絶縁性基板の端縁側から配置された配線部
とをさらに備え、
　前記入力用配線のうち最も大きい電流が流れる該入力用配線は、前記電源入力用バンプ
に対向する位置から前記絶縁性基板の端縁と略垂直に一旦引き出されていることを特徴と
する表示装置。
【請求項６】
　最も大きい電流が流れる電源又はＧＮＤ用外部配線に接続される前記電源入力用バンプ
が、前記第二の長辺の最も外側に設けられていることを特徴とする請求項５に記載の表示
装置。
【請求項７】
　前記入力用配線のうち大きい電流が流れる電源又はＧＮＤ電位を給電する入力用配線は
、流れる電流に応じて配線幅が太くなっていることを特徴とする請求項５又は６に記載の
表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ソース線駆動回路及びそのソース線駆動回路を備えた表示装置に関し、特に
詳しくは、ガラス基板上に薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）駆動用ＩＣチップを備えたＣＯＧ
実装方式の液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、液晶層が狭持された２枚の基板からなる液晶表示パネルとその液晶表
示パネルの裏面側に設けられた面状光源装置とを備えている。液晶表示パネルは通常、対
向するガラスからなる２枚の絶縁性透明基板の間に液晶などの表示材料が狭持されると共
に、この表示材料に選択的に電圧が印加されるように構成される。一方の基板は薄膜トラ
ンジスタ（ＴＦＴ）などのスイッチング素子およびこれと接続する画素電極などがマトリ
クス状に形成された薄膜トランジスタアレイ基板（以下、ＴＦＴアレイ基板と称する）で
ある。他方の基板は画素電極に対応して設けられたＲ、Ｇ、Ｂの着色層及び該着色層の間
に設けられたブラックマトリクス（ＢＭ）を備えたカラーフィルター基板（ＣＦ基板）で
ある。
【０００３】
　ＴＦＴアレイ基板では該スイッチング素子に信号を与えるためのソース配線及びゲート
配線が絶縁膜を介して交差している。画素電極の数に対応してソース配線及びゲート配線
がそれぞれ複数本配置されている。画素電極を駆動するためのＩＣチップを直接基板上に
実装するＣＯＧ方式の液晶表示装置が知られている（例えば、特許文献１、特許文献２、
特許文献３）。この駆動用ＩＣチップはガラス基板の表示領域外の基板端部に異方性導電
膜（ＡＣＦ）を介して取り付けられる。そして、ＦＰＣをガラス基板の端部に接続してガ
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ラス基板上に設けた配線を介して駆動用ＩＣに電源や信号を供給している。
【０００４】
　このＣＯＧ実装方式の駆動用ＩＣのバンプ配列について図１４を用いて説明する。図１
４は駆動用ＩＣであるソースドライバＩＣ周辺の構成を示す上面図である。ガラス基板２
７の端部付近にはドライバＩＣ１０１が設けられている。このドライバＩＣ１０１の長辺
側には出力用バンプ１６が、反対の長辺側には入力用バンプが設けられている。出力用バ
ンプ１６はガラス基板上の表示領域３４側に設けられ、入力用バンプは基板の端部側に設
けられている。入力用バンプにはＧＮＤ１、アナログ電源用バンプ２、デジタル電源用バ
ンプ３、正極性側の階調電圧用バンプ４、負極性側の階調電圧バンプ５がある。このドラ
イバＩＣ１０１がガラス基板上の表示領域外に複数配置され、それぞれのドライバＩＣ１
０１に対応して基板端部にＦＰＣ２１（Flexible Printed Circuit）が接続されている。
そしてドライバＩＣ１０１の側部にはカスケード配線が形成され、複数のドライバＩＣが
順次接続されている。しかし、このような構成では以下に示すような問題点があった。
【０００５】
　ドライバＩＣ１０１の入力用バンプとガラス基板上の配線との間のＡＣＦ接続のばらつ
きにより、抵抗値が高くなってしまうおそれがある。また、ドライバＩＣ上には多数の接
続用バンプを設けなければならないため、バンプの配置には制約がありバンプ間のピッチ
を自由に広げることができない。そのため、ドライバＩＣ１０１の入力用バンプのピッチ
に対してＦＰＣ２１の信号のピッチが大きくなり、ＦＰＣ２１からドライバＩＣ１０１ま
での配線が細くなってしまい配線抵抗値が大きくなってしまう。このようなバンプとＦＰ
Ｃ間の抵抗値の増加によって、ドライバＩＣ１０１が正常に動作しなかったり、所望の電
圧が出力されなかったりするおそれがある。よって、ドライバＩＣの動作に不具合が生じ
表示品質が低下する可能性がある。さらにＣＯＧ実装方式では額縁サイズが大きくなると
いった問題点があった。
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－３４７２０６号公報
【特許文献２】特開２０００－８１６３５号公報
【特許文献３】特開２００１－４２２８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　　このように、従来のＣＯＧ実装方式の液晶表示装置では、ガラス基板上にＦＰＣから
ドライバＩＣまでの配線を行う場合、額縁サイズが大きくなり、表示品質が低下するとい
う問題点があった。
【０００８】
　本発明は、このような問題点を解決するためになされたもので、額縁サイズを小さくす
ることができ、表示品質の優れた表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一態様に係るソース線駆動回路は、上面に、表示パネルのソース線を駆動する
複数の出力用バンプと、複数のデジタル信号用バンプと、複数の電源入力用バンプとを備
えたソース線駆動回路であって、複数の前記デジタル信号用バンプは、前記ソース線駆動
回路の第一の長辺の左右角部周辺及び左右の短辺に沿って配置され、複数の前記出力用バ
ンプは、前記第一の長辺において、前記デジタル信号用バンプが配置されていない領域に
配列され、複数の前記電源入力用バンプは、前記第一の長辺に対向する第二の長辺におけ
る左右角部周辺に配置されていることを特徴とするものである。
【００１０】
　本発明の一態様に係る表示装置は、絶縁性基板を有する表示パネルと、上記のソース線
駆動回路を複数備えた表示装置であって、該ソース線駆動回路は、前記表示パネルの表示
領域に前記第一の長辺を対向させ、かつ間隔を開けて各バンプが下面となるように前記絶
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縁性基板の端縁に沿って伏せて配置され、複数の前記出力用バンプは前記表示パネルのソ
ース線に接続され、前記絶縁性基板上に形成され、隣り合う前記ソース線駆動回路のデジ
タル信号用バンプ間を接続する複数のカスケード配線と、前記第二の長辺の左右角部周辺
に配列された複数の前記電源入力用バンプに接続するように前記絶縁性基板上に形成され
、電源又はＧＮＤ電位を給電する入力用配線と、該入力用配線に異方性導電膜を介して接
続され、前記入力用配線に対応して電源又はＧＮＤ電位を供給する外部配線を複数有し、
前記絶縁性基板の端縁側から配置された配線部とをさらに備え、前記入力用配線のうち最
も大きい電流が流れる該入力用配線は、前記電源入力用バンプに対向する位置から前記絶
縁性基板の端縁と略垂直に一旦引き出されていることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、額縁領域が狭く、表示品質が優れた表示装置を提供することができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
発明の実施の形態１．
　本発明の実施の形態ついて以下に図面を参照して説明する。以下の説明は、本発明の好
適な実施の形態を示すものであって、本発明の範囲が以下の実施の形態に限定されるもの
ではない。以下の説明において、同一の符号が付されたものを実質的に同様の内容を示し
ている。
【００１３】
　まず図１を用いて液晶表示装置の液晶表示パネル３３の構成を説明する。図１はＣＯＧ
実装方式の液晶表示装置における液晶表示パネルの構成を示す上面図である。図１に示す
様に液晶表示パネル３３は、マトリックス状に配置された複数の画素から構成される表示
領域３４と、その外側に額縁領域３５とを有している。また、液晶表示パネル３３は、ア
レイ回路が形成されたアレイ基板とその対向基板とを有し、その２つの基板の間に液晶が
封入されている。アクティブマトリックス・タイプの液晶表示パネルは、各画素が表示信
号の入出力を制御するスイッチング素子を備えている。典型的なスイッチング素子は、Ｔ
ＦＴ（Thin Film Transistor）である。
【００１４】
　カラー液晶表示装置は、対向基板上にＲＧＢのカラーフィルター層を有している。液晶
表示パネル３３の表示領域内の各画素は、ＲＧＢいずれかの色表示を行う。もちろん、白
黒ディスプレイにおいては、白と黒のいずれかの表示を行う。アレイ基板上の表示領域内
には、複数のソース配線とゲート配線がマトリックス状に配設されている。ソース配線と
ゲート配線とはお互いにほぼ直角に重なるように配設され、交差点近傍にＴＦＴが配置さ
れる。液晶表示パネルの額縁領域３５には複数の矩形状のソースドライバＩＣ１０１が基
板の一辺に沿って一列に設けられている。ソースドライバＩＣ１０１が設けられている辺
と直交する辺の基板端部には複数のゲートドライバＩＣ１１１が同様に一列に設けられて
いる。ソースドライバＩＣ１０１が設けられている列とゲートドライバＩＣ１１１が設け
られている列は垂直になっている。このソースドライバＩＣ１０１が設けられている基板
の１辺を基板の端縁とする。
【００１５】
　この液晶表示パネル３３の裏面側には光源、導光板及び光学シート等を備える面状光源
装置が配置される。液晶表示パネル３３はＴＦＴアレイ基板とＣＦ基板と２枚の基板に狭
持された液晶層を備えている。ＴＦＴアレイ基板の表示領域３４には液晶層を駆動するた
めにスイッチング素子がマトリクス状に形成されている。さらに該スイッチング素子に信
号を供給するための複数のゲート配線及び複数のソース配線が互いに直交するよう設けら
れている。ソースドライバＩＣ１０１及びゲートドライバＩＣ１１１は異方性導電膜ＡＣ
Ｆを介してガラス基板上に取り付けられる。
【００１６】
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　各ドライバＩＣの下面にはガラス基板上に形成された配線の端子と接続するために入力
用バンプが形成されている。この入力用バンプと配線の端子が異方性導電膜を介して電気
的に接続されている。制御回路部３６からＦＰＣ及びガラス基板上の配線を介してゲート
ドライバＩＣ１１１及びソースドライバＩＣ１０１に画像データ信号、クロック信号やＩ
Ｃ駆動用の電源等が供給される。各ドライバＩＣからの信号がゲート配線及びソース配線
に供給されスイッチング素子が駆動し、画素電極に電圧が印加され液晶層が駆動して所望
の画像が表示される。
【００１７】
　本実施の形態にかかる液晶表示装置のソースドライバＩＣの構成について図２乃至９を
用いて説明する。１はＧＮＤ用バンプ、２はアナログ電源用バンプ、３はデジタル電源用
バンプ、４は正極性側の階調電圧用バンプ、５は負極性側の階調電圧用バンプ、６はアナ
ログ電源用バンプ、７はＧＮＤ用バンプ、８はデジタル電源用バンプ、９は正極性側の階
調電圧用バンプ、１０は負極性側の階調電圧用バンプ、１１はデジタル電源用バンプ、１
２はアナログ電源用バンプ、１３はＧＮＤ用バンプ、１４はデジタル信号用バンプ、１５
はデジタル信号用バンプ、１６は出力用バンプである。これらはソースドライバＩＣ１０
１上に設けられている。１７は制御信号線、１８は画像データ信号線、１９は画像データ
信号線、２０はクロック信号線である。これらはソースドライバＩＣ１０１ａと隣のソー
スドライバＩＣ１０１ｂとの間でカスケード接続されているロジック信号である。２２は
正極性側の階調電圧、２３はアナログ電圧、２４はＧＮＤ、２５はデジタル電源、２６は
負階調側の階調電圧である。これらはＦＰＣ２１上とソースドライバＩＣ１０１との間の
配線である。６０はカスケード配線、６１は入力用配線でありこれらはガラス基板上に金
属膜あるいはＩＴＯ等の透明導電膜をパターニングして形成している。
【００１８】
　図２は液晶表示パネル３３のソースドライバＩＣ１０１が設けられている基板端部の構
成を示す平面図である。本実施の形態にかかるソースドライバＩＣ１０１は図２に示すよ
うに額縁領域３５上に基板の端縁に沿って設けられている。なお、ソースドライバＩＣ１
０１が設けられている額縁領域を基板端部と称するものとする。矩形状のソースドライバ
ＩＣ１０１ａの長辺１０２と基板端縁が平行になっている。反対側の長辺１０３は表示領
域３４と略平行になっている。長辺１０２を基板端側の長辺１０２とし、長辺１０３を表
示領域側の長辺１０３とする。このソースドライバＩＣ１０１ａの短辺１０４側には間隔
を開けてソースドライバＩＣ１０１ｂが設けられている。これらのソースドライバＩＣ１
０１は基板の１辺に沿って一列に間隔を開けて連続的に複数配置されている。ガラス基板
上のソースドライバＩＣ間の間隔にはカスケード接続用のロジック信号用のカスケード配
線６０を形成して、各ソースドライバＩＣ１０１をカスケード接続している。隣り合うソ
ースドライバＩＣ１０１ａとソースドライバＩＣ１０１ｂの間には外部の制御回路部３６
から信号や電源を供給するためのＦＰＣ２１を基板端側から取り付けている。これにより
、額縁領域を狭くすることができる。なお、ＦＰＣ２１にはソースドライバＩＣ１０１を
駆動するためのＧＮＤ配線、デジタル電源用配線、アナログ電源用配線、正極性側の階調
電圧用配線、負極性側の階調電圧用配線の５種類が形成されている。この５種類のＦＰＣ
の配線は入力用配線６１の対応する配線にそれぞれ接続される。ＦＰＣ２１からの信号や
電源電圧はガラス基板上に形成された入力用配線６１を介してソースドライバＩＣ１０１
に供給される。この入力用配線６１及びカスケード配線６０にはそれぞれ複数本の配線が
ガラス基板上に形成されている。
【００１９】
　これらのガラス基板上のカスケード配線６０と入力用配線６１の配線抵抗値に表示品質
劣化に影響を低減するために配線長を短く、配線幅を太くすることが望ましい。ソースド
ライバＩＣ１０１の基板端側の下面にはＦＰＣからの信号や電源を入力するための入力用
バンプが設けられている。ソースドライバＩＣ１０１の表示領域側にはソース配線に信号
を出力するための出力用バンプが形成されている。これらの入力用バンプはＡＣＦを介し
てガラス基板上の入力用配線６１の端子と対応して接続される。出力用バンプは表示領域
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に設けられているソース配線とそれぞれ対応して接続される。上述のようにソースドライ
バＩＣ間にＦＰＣ２１を接続した場合、配線長が長くなってしまうためガラス基板上の配
線幅を太くして配線抵抗を低減する必要がある。その構成について図３を用いて説明する
【００２０】
　まず、ソースドライバＩＣ１０１のバンプ配列について説明する。図３は本実施の形態
における液晶表示装置のソースドライバＩＣのバンプ配列を示す平面図である。図３に示
すようにソースドライバＩＣ１０１の基板端側の長辺１０２に沿って２列にＧＮＤ用バン
プ１、７、１３とアナログ電源用バンプ２、６、１２とデジタル電源用バンプ３、８、１
１と正極性側の階調電圧用バンプ４、９と負極性側の階調電圧用バンプ５、１０が設けら
れている。これらの入力用バンプにより、ＦＰＣからの信号等が入力される。ＧＮＤ用バ
ンプ１、ＧＮＤ用バンプ７及びＧＮＤ用バンプ１３はソースドライバＩＣ内部で電気的に
接続されている。同様にアナログ電源用バンプ２、アナログ電源用バンプ６及びアナログ
電源用バンプ１２並びにデジタル電源用バンプ３、デジタル電源用バンプ８及びデジタル
電源用バンプ１１もソースドライバＩＣ内部で電気的に接続されている。これらの接続に
は低抵抗の配線が用いられている。ＧＮＤ用バンプ１、アナログ電源用バンプ２及びデジ
タル電源用バンプ３で１つのブロックを形成し、このブロックはソースドライバＩＣ１０
１の左側に設けられている。同様にＧＮＤ用バンプ７、アナログ電源用バンプ６及びデジ
タル電源用バンプ８で１つのブロックを形成し、このブロックはソースドライバＩＣ１０
１の中央に設けられている。さらにＧＮＤ用バンプ１３、アナログ電源用バンプ１２及び
デジタル電源用バンプ１１で１つのブロックを形成し、このブロックはソースドライバＩ
Ｃ１０１の右側に設けられている。そして、各ブロックの間には正極性側の階調電圧用バ
ンプ４と負極性側の階調電圧用バンプ５あるいは正極性側の階調電圧用バンプ９と負極性
側の階調電圧用バンプ１０が設けられている。このように１つのソースドライバＩＣ１０
１には５種類の入力用バンプが形成されている。
【００２１】
　ソースドライバＩＣ１０１の表示領域側の角周辺にはデジタル信号用バンプ１４及びデ
ジタル信号用バンプ１５が設けられている。デジタル信号用バンプ１４、１５には画像デ
ータ、ソースドライバＩＣを制御する制御信号及び基準クロックが伝送される。デジタル
信号用バンプ１４、１５はカスケード接続用のバンプであり、双方向の機能を有している
。すなわち、デジタル信号用バンプ１５がデジタル信号を入力した場合は、デジタル信号
用バンプ１４が次のソースドライバＩＣへの出力信号となる。反対にデジタル信号用バン
プ１４がデジタル信号を入力した場合は、デジタル信号用バンプ１５が次のソースドライ
バＩＣへの出力信号となる。ここではデジタル信号をデジタル信号用バンプ１４に入力し
て、デジタル信号用バンプ１５から出力している。この接続が隣り合うソースドライバＩ
Ｃ間で連続して行われ、カスケード接続されている。従って、デジタル信号用バンプ１４
が上流側となり、デジタル信号用バンプ１５が下流側になる。デジタル信号用バンプ１４
、１５は表示領域側の長辺１０３及び隣り合う駆動回路側の短辺１０４に沿って、それぞ
れ複数設けられている。
【００２２】
　ソースドライバＩＣ１０１の表示領域側の長辺１０３側には出力用バンプ１６が設けら
れている。出力用バンプ１６はデジタル信号用バンプ１４とデジタル信号用バンプ１５の
間に長辺１０３に沿って複数設けられている。この出力用バンプ１６は各々のソース配線
と接続され、液晶表示パネル３３のＴＦＴにおける画素電圧を出力する。なお、図におい
て正極性側の階調電圧用バンプ４、９及び負極性側の階調電圧用バンプ５、１０は１つし
か設けられていないが、ソースドライバＩＣ１０１の階調を決めている外部から入力され
る電圧ｍ本（ｍは２以上の整数）のうちｍ／２本を正極性側の電圧とし、もうｍ／２本を
負極正側の電圧としているため、実際には正極性側と負極正側のバンプがそれぞれｍ／２
個設けられている。もちろんその配線もｍ／２本設けられている。さらにｍ／２個の入力
用バンプの各々が基板端側とその内側に２列に設けられている。また、出力用バンプ１６
、デジタル信号用バンプ１５及びデジタル信号用バンプ１４も同様にソース配線数に対応
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するよう複数設けられている。ソースドライバＩＣ１０１はデジタル電源用バンプ及びア
ナログ電源用バンプから入力された電源電圧により駆動され、クロック信号、画像データ
及び制御信号等のデジタル信号と階調電圧に基づいて画像表示信号を液晶表示パネルに出
力する。
【００２３】
　これらのバンプの構成について図４を用いて詳細に説明する。図４はＧＮＤ用バンプ１
の構成を示す平面図である。ＧＮＤ用バンプ１は多数のバンプ５０ａ、５０ｂによって形
成されている。ＧＮＤ用バンプ１は基板端側のバンプ５０ｂの列とバンプ５０ｂよりも内
側に設けられたバンプ５０ａの列との２列のバンプからなり、それぞれの列はソースドラ
イバＩＣ１０１の長辺１０２と平行となっている。従って、表示領域側のバンプ５０ａの
列と基板端側のバンプ５０ｂの列は基板端縁と平行に設けられている。バンプ５０ａとバ
ンプ５０ｂの部分ではそれぞれ金等の導電性材料が露出しており、その周りを絶縁性材料
で覆っている。このバンプの形成には導電性材料をパターニングした後、絶縁性材料を塗
布、露光、現像してホールを設け、めっき処理等を行うなどの通常の製造方法が用いられ
る。バンプ５０ａ及びバンプ５０ｂは全て低抵抗の導電性材料で接続されており、すべて
のバンプ５０ａ及びバンプ５０ｂが同電位になっている。バンプ５０ａ、５０ｂはソース
ドライバＩＣ１０１に形成され、異方性導電膜（ＡＣＦ）を介してガラス基板上の配線と
接続される。
【００２４】
　ガラス上の配線幅や配線長は配線抵抗値に影響を与えるため、なるべく配線幅を広くす
ることが望ましい。特に配線が金属よりも電気的特性が劣るＩＴＯ等の透明導電膜から形
成される場合、配線抵抗の劣化が顕著に表れる。本実施の形態に示したように、基板端に
沿ってバンプ５０ｂを多数形成することにより、配線幅をバンプ５０ｂの列の長さまで広
げることができ、配線幅を広くすることが可能になる。また、バンプ５０ａ及び５０ｂは
製造上の理由から導電性材料の露出面積を大きくしようとした場合、露出面の均一性が劣
化してしまい露出面の表面が凸凹になってしまうおそれがある。よって、ＡＣＦとバンプ
との接続抵抗が高くなってしまうおそれがある。また、ＡＣＦは通常樹脂フィルムの中に
導電性の粒子を混ぜて構成されている。ＡＣＦ内の粒子の分布にばらつきがある場合であ
っても、同電位の多数のバンプを設けてＡＣＦと接続することにより、接続抵抗の劣化を
防ぐことができる。１本の配線と接続されるバンプを複数設けてＡＣＦとの接触点の数を
増やすことにより、特定のバンプと接触不良がある場合でも他のバンプとの接続によって
接続抵抗の低減を防ぐことができる。隣り合う２つ以上のバンプをソースドライバＩＣ１
０１内部で同電位にして１本の配線と接続することにより抵抗値を低減することができ、
抵抗の劣化に伴う表示不良の発生を防ぐことができる。
【００２５】
　他のＧＮＤ用バンプ７、１３も同様に複数のバンプから構成している。さらにアナログ
電源用バンプ２、６、１２とデジタル電源用バンプ３、８、１１も同様に複数のバンプか
ら構成しているため、同様の効果を得ることができる。もちろん、１本の配線と接続され
るバンプの個数はそれぞれ異なる数でもよく、配線の太さに対応するようにバンプ列の長
さを調整できる。
【００２６】
　さらに、正極性側の階調電圧用バンプ４の構成について図５を用いて説明する。階調電
圧では電源やＧＮＤと比べて流れる電流が少ないので上記のＧＮＤ用バンプ、アナログ電
源用バンプ及びデジタル電源用バンプよりもバンプ数を少なくしても表示品質に影響が少
ない。従って、本実施の形態では階調電圧用バンプ４を２列で構成しており、２つのバン
プが電気的に接続されている。図５に示す様に基板端側にバンプ５０ｂを設けており、バ
ンプ５０ｂと並んで基板の内側（表示領域側）にバンプ５０ａが設けている。この隣のバ
ンプ５０ａ、５０ｂは電気的に接続されている。このバンプ５０ａ及びバンプ５０ｂが１
組のバンプとなって、正極性側の階調電圧の１つに接続される。その隣にはバンプ５１ａ
及びバンプ５１ｂが設けられており、これらも電気的に接続されている。隣のバンプ５１
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ａとバンプ５１ｂとが同様に１組のバンプとなって、異なる階調電圧に接続される。バン
プ５２ａ及びバンプ５２ｂについても同様である。バンプ５０ａ、５１ａ、５２ａは基板
端に沿って、一列に形成されている。同様にバンプ５０ｂ、５１ｂ、５２ｂも基板端に沿
って、一列に形成されている。このように２列に並んだバンプうち、２つを１組のバンプ
として各々の階調電圧と接続している。そのため、バンプ５０ａ、５１ａ、５２ａはそれ
ぞれ絶縁されている。
【００２７】
　バンプ５０ａ、５０ｂはソースドライバＩＣ１０１に形成され、異方性導電膜（ＡＣＦ
）を介してガラス基板上に設けられている正階調電圧の１本の配線に接続される。従って
、実際のソースドライバＩＣ１０１における正極性側の階調電圧用バンプ４にはバンプが
正階調電圧に対応するように設けられるため、１列のバンプの数はｍ／２個となり、基板
端に沿って２列に形成される。すなわち、バンプは正階調電圧に対応してｍ／２組設けら
れており、これらが２列になっているので全部でｍ個のバンプが設けられていることにな
る。そして、同電位である２個のバンプを基板端と垂直方向に設けている。縦方向に複数
のバンプを設けることによって、ソースドライバＩＣ１０１の外形を大きくすることなく
、１本の配線と接続されるバンプ数を増やすことができる。よって、接続抵抗値を低減す
ることが可能になる。
【００２８】
　この正極性側の階調電圧用バンプ４と同様に負極性側の階調電圧用バンプ５、正極性側
の階調電圧用バンプ９及び負極性側の階調電圧用バンプ１０についても同様に1列のバン
プをｍ／２個として、このバンプの列を基板端と垂直に２列設けている。そして、基板端
側と内側の２つのバンプを１組の同電位のバンプとしてガラス基板上の１配線の入力端子
と接続している。これにより同様の効果を得ることができる。もちろんソースドライバＩ
Ｃ１０１にかぎらずゲートドライバＩＣ１１１のバンプや出力用バンプ１６、デジタル信
号用バンプを図４や図５に示す構成としても同様の効果を得ることができる。
【００２９】
　なお、図５においては縦方向に２個のバンプを設けたが、配線抵抗値を低減する必要が
ある場合は図６に示すように横方向（基板端縁と平行方向）に同電位の２つのバンプを設
けてもよい。この場合、基板端に沿って１列にｍ個のバンプが形成される。そして、隣り
合う２つのバンプ（例えば、５０ａとバンプ５０ｂ）が１組として電気的に接続され、ｍ
／２組の同電位のバンプが形成される。同電位の１組のバンプがガラス基板上のそれぞれ
の階調電圧とＡＣＦを介して接続される。このような構成でもバンプを複数設けることに
よる効果を得ることができる。さらに図６に示す様に基板端と沿って１組のバンプを構成
した場合には、ガラス基板上の配線を太くすることができる。そのため、配線抵抗値を低
減することができ、表示品質を向上することができる。
【００３０】
　次に上述のソースドライバＩＣ１０１が実装されたガラス基板２７の基板端にＦＰＣ２
１が接続された構成について図７を用いて説明する。図７はガラス基板上のソースドライ
バＩＣ１０１とＦＰＣ２１の構成を示す平面図である。ソースドライバＩＣ１０１ａと隣
のソースドライバＩＣ１０１ｂの間にＦＰＣ２１が接続されている。ＦＰＣ２１はソース
ドライバＩＣ間の基板端縁から接続され、ソースドライバＩＣ１０１の表示領域側の長辺
１０３よりも基板端側に配置される。実装上の問題からＦＰＣ２１とガラス基板は一定の
長さ以上の距離で接続しなければならないため、基板の狭額縁化が制限されてしまう。本
実施の形態に示すようにソースドライバＩＣ１０１間にＦＰＣ２１を配置することにより
、ソースドライバＩＣ１０１とＦＰＣを対向させてソースドライバＩＣ１０１の基板端の
長辺よりも外側にＦＰＣ２１を配置させた場合よりもＦＰＣをガラス基板２７の内側に形
成することができ、額縁領域を狭くすることができる。
【００３１】
　ソースドライバＩＣ１０１は図３に示したものと同様の構成をしている。ソースドライ
バＩＣ１０１ａ、１０１ｂとＦＰＣ２１ａの間の構成及び接続について説明する。なお、
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ソースドライバＩＣ１０１ａと隣のソースドライバＩＣ１０１ｂとの間に設けられたＦＰ
ＣをＦＰＣ２１ａとし、ソースドライバＩＣ１０１ｂとさらに隣のソースドライバＩＣ１
０１ｃとの間に設けられたＦＰＣ２１をＦＰＣ２１ｂとする。これらのＦＰＣ２１ａ、２
１ｂ並びにソースドライバＩＣ１０１ａ、１０１ｂ、１０１ｃは同じ構成であり、同様に
接続されるためＦＰＣ２１ｂの周辺の構成については説明を省略する。このソースドライ
バＩＣ１０１とＦＰＣ２１が基板端に沿って繰り返し取り付けられている。ＦＰＣ２１は
制御回路部３６からの電源や信号を供給するための外部配線が複数設けられている。この
外部配線にはＧＮＤ、アナログ電源、デジタル電源、正極性側の階調電圧、負極正側の階
調電圧がある。さらにＦＰＣ２１の先端付近にはＦＰＣ上の配線とガラス基板上の入力用
配線とを接続するためのＧＮＤ用端子２４ｃ、アナログ電源用端子２３ｃ、正極性側の階
調電圧用端子２２ｃ、負極性側の階調電圧用端子２６ｃ及びデジタル電源用端子２５ｃが
設けられている。ガラス基板上には基板端縁と平行に端子から入力用バンプまでの入力用
配線であるＧＮＤ２４ｄ、アナログ電源２３ｄ、デジタル電源２５ｄ、正極性側の階調電
圧２２ｄ及び負極性側の階調電圧２６ｄが設けられている。この入力用配線はＦＰＣの側
部（基板端縁と直交している側辺）を横切ってそれぞれに対応する入力用バンプと接続さ
れる。例えばアナログ電源用端子２３ｃはガラス基板上のアナログ電源２３ｄを介してソ
ースドライバＩＣ１０１ｂに設けられているアナログ電源用バンプ２２ｂと接続される。
さらにＧＮＤ２４ｄ、デジタル電源２５ｄ、正極性側の階調電圧２２ｄ及び負極性側の階
調電圧２６ｄについても同様に接続されている。
【００３２】
　本実施の形態ではＦＰＣ２１ａのデジタル電源用端子２５ｃ、アナログ電源用端子２３
ｃ及びＧＮＤ用端子２４ｃはＦＰＣ２１ａの右側に設けられたソースドライバＩＣ１０１
ｂの左側のブロックにあるデジタル電源用バンプ３ｂ、アナログ電源用バンプ２ｂ及びＧ
ＮＤ用バンプ１ｂとにそれぞれ接続されている。一方、ＦＰＣ２１ａの正極性側の階調電
圧用端子２２ｃ及び負極性側の階調電圧用端子２６ｃはＦＰＣ２１ａの左側に設けられた
ソースドライバＩＣ１０１ａの正極性側の階調電圧用バンプ９ａ及び負極性側の階調電圧
用端子１０ａとにそれぞれ接続されている。このように１箇所のＦＰＣ２１ａから両側の
ソースドライバＩＣ１０１ａ及びソースドライバＩＣ１０１ｂの双方に信号又は電源を供
給している。このような構成を繰り返すことによって、基板端部に形成された全てのソー
スドライバＩＣ１０１に電源及び信号を供給している。
【００３３】
　ＦＰＣ２１をソースドライバＩＣ間に配置した場合、ガラス基板上の配線が基板端と平
行に形成される。従って、額縁領域を小さくするためにはソースドライバＩＣ１０１の外
側に設けられている配線の太さや本数に制限が生じてしまう。本実施の形態のように一箇
所のＦＰＣ２１ａからの配線を左右両側のソースドライバＩＣ１０１ａとソースドライバ
ＩＣ１０１ｂの入力用バンプと接続して、信号又は電源を供給することにより、額縁領域
を広くすることなく、配線を形成することができるスペースの幅を広くすることができる
。これにより、ソースドライバＩＣ間にＦＰＣを接続した場合であっても配線を太くする
ことができ、配線抵抗の劣化による表示品質の低下を抑えることができる。
【００３４】
　通常、ＧＮＤと電源系統であるデジタル電源及びアナログ電源に流れる電流は信号系統
である階調電圧よりも大きくなる。そのため、配線抵抗の劣化による表示品質の低下を抑
えるためにはＧＮＤ２４ｄ、デジタル電源２５ｄ及びアナログ電源２３ｄの配線を太くす
ること又は短くすることが望ましい。一方、階調電圧は流れる電流が小さいためＧＮＤと
電源系統よりも配線は細くても、表示品質への影響が小さい。ＧＮＤと電源系統の配線を
太くするため、ＧＮＤ、デジタル電源及びアナログ電源は右側のソースドライバＩＣ１０
１ｂと接続させ、本数は多いが配線を細くしても影響が小さい階調電圧は左側のソースド
ライバＩＣ１０１ａの階調電圧用バンプ９ａ、１０ａと接続させている。このように本数
の多い階調電圧とＧＮＤ、アナログ電源、デジタル電源を左右のソースドライバＩＣ１０
１に分けて接続することにより、ガラス基板上のＧＮＤ、アナログ電源、デジタル電源の
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配線を太くすることができ、配線抵抗の劣化による表示品質の低下を防ぐことが可能にな
る。
【００３５】
　配線に流れる電流は通常ＧＮＤが最も大きく、アナログ電源、デジタル電源の順になり
、アナログ電源とデジタル電源に流れる電流の和がＧＮＤに流れる電流と略同程度となる
。本実施の形態ではＦＰＣ２１ａの右側には外側からＧＮＤ用端子２４ｃ、アナログ電源
用端子２３ｃ、デジタル電源用端子２５ｃの順番で設けている。一方ソースドライバＩＣ
１０１ｂにおいて基板端側の長辺１０２の左側には外側からＧＮＤ用バンプ１ａ、アナロ
グ電源用バンプ２ａ、デジタル電源用バンプ３ａの順番でバンプを設けている。この配置
により、流れる電流が大きい順にガラス基板上の配線長を短くすることができ、配線抵抗
値が小さくなり電圧降下を抑えることが可能になる。よって、ソースドライバＩＣの出力
エラーを無くすことができる。
【００３６】
　さらに配線の太さに応じて、入力用バンプのサイズを変えることも可能である。すなわ
ち、最も電流が流れるＧＮＤには図４で示したバンプ５０ａの列の長さを長くなるように
バンプ５０ａの数を調整する。次に電流が流れるアナログ電源ではＧＮＤのバンプの列よ
りも短くなるようにバンプの数を少なくする。その次に電流が流れるデジタル電源ではさ
らにバンプ数を少なくする。このように流れる電流に応じて配線を太くして、その太さに
合わせてバンプのサイズを大きくするためにバンプの数を調整することにより、実装スペ
ースを広げることなく配線抵抗を低減することができる。また、１本の配線と接続される
入力用バンプ数を増やすことにより、接続抵抗を低減することができる。これにより、表
示品質が優れ、額縁領域が狭い液晶表示装置を提供することができる。
【００３７】
　ソースドライバＩＣ１０１ａからソースドライバＩＣ１０１ｂの間でカスケード接続さ
れるロジック信号１７、１８、１９は表示領域側の長辺及びソースドライバＩＣ側の短辺
に設けられている。なお、ソースドライバＩＣ１０１ｂとソースドライバＩＣ１０１ｃと
の間のロジック信号も同様の構成をしているため図示及び説明を省略する。このカスケー
ド接続されているロジック信号の構成について図８を用いて説明する。本実施の形態にか
かるソースドライバＩＣ１０１ａにおいて表示領域側の右側の角部周辺にはデジタル信号
用バンプ１５ａが形成されている。画像データ信号線１８、１９及び制御信号線１７は液
晶表示パネルの色数に対応してそれぞれ複数設けられている。同様にソースドライバＩＣ
１０１ｂにおいて表示領域側の左側の角部周辺にはデジタル信号用バンプ１４ｂが形成さ
れている。このデジタル信号用バンプ１５ａには表示領域側の長辺１０３及び短辺１０４
に沿ってバンプが複数形成されている。同様にデジタル信号用バンプ１４ｂにも表示領域
側の長辺１０３及び短辺１０４に沿ってバンプが複数形成されている。デジタル信号用バ
ンプ１５ａとデジタル信号用バンプ１４ｂの複数のバンプは対称的に形成され、画像デー
タ信号線１８、１９、制御信号線１７及びクロック信号線２０によってそれぞれのバンプ
が対応するように接続されている。
【００３８】
　上流のソースドライバＩＣ（例えばソースドライバＩＣ１０１ａ）から下流のソースド
ライバＩＣ（例えば、ソースドライバＩＣ１０１ｂ）がロジック信号により順番にカスケ
ード接続されていく。このカスケード接続されるロジック信号は従来基板端側の長辺１０
２に沿って形成されていたので、入力用バンプのサイズに制限が生じてしまうおそれがあ
った。従って、ソースドライバＩＣサイズを大きくしないとバンプに接続する配線幅が狭
くなり、抵抗が劣化するおそれがある。さらに、ロジック信号が基板端側の長辺１０２に
形成されている場合、ソースドライバＩＣ間にＦＰＣ２１を接続しようとすると、入力用
バンプがロジック信号用バンプよりソースドライバＩＣの中央側になり、入力用バンプに
接続されるガラス基板上の配線長が長くなってしまう。本実施の形態のようにデジタル信
号用バンプ１４とデジタル信号用バンプ１５のそれぞれを表示領域側の長辺１０３及び短
辺１０４の２辺に沿って形成することにより、ソースドライバＩＣのバンプを形成する面
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積を広げることができ、配線抵抗を低減することができる。またデジタル信号用バンプ１
４のそれぞれを千鳥配置としてもよい。これにより、ソースドライバＩＣサイズを大きく
することなく、バンプサイズを大きくすることができる。同様にデジタル信号用バンプ１
６、出力用バンプもそれぞれ千鳥配置としても良い。
【００３９】
　図９においてソースドライバＩＣ１０１ａの表示領域側の長辺１０３に設けられている
ロジック信号用バンプ１５ａには制御信号線１７及び画像データ信号線１８が接続されて
いる。一方、ソースドライバＩＣ１０１ａの短辺１０４側には画像データ信号線１９及び
クロック信号線２０が設けられている。画像データ信号線１８と１９は全部で色数に応じ
てｎ本（ｎは２以上の整数）設けられている。画像データ信号線１８がｎ／２本、画像デ
ータ信号線１９がｎ／２本設けられている。このような構成ではｎ本の画像データ信号線
のそれぞれとクロック信号線との距離に差が生じてしまう。各画像データ信号とクロック
信号との距離に差が生じてしまうと、画像データ信号の配線抵抗値による遅延並びに波形
ひずみで画像データの取り込みミスが生じるおそれがある。
【００４０】
　この場合、図８に示すようにｎ／２本の画像データ信号線１８及びｎ／２本の画像デー
タ信号線１９の中間にクロック信号線２０を配置することにより、各画像データ信号とク
ロック信号との距離の差を小さくすることができる。図８ではソースドライバＩＣ１０１
ａの長辺１０３側（表示領域側）に設けられているデジタル信号用バンプ１５ａは制御信
号線１７及び画像データ信号線１８を介してソースドライバＩＣ１０１ｂの長辺１０３側
（表示領域側）に設けられているデジタル信号用バンプ１４ｂと接続されている。同様に
ソースドライバＩＣ１０１ａの短辺１０４側に設けられているデジタル信号用バンプ１５
ａはクロック信号線２０及び画像データ信号線１９を介して短辺１０４側に設けられてい
るソースドライバＩＣ１０１ｂのデジタル信号用バンプ１４ｂと接続されている。なお、
このソースドライバＩＣ１０１の隣のソースドライバＩＣ側を側部側とする。そして画像
データ信号線１９と画像データ信号線１８の中間にクロック信号線２０が形成される。こ
のように総画像データ信号線の中間にクロック信号線を配置することにより、ガラス基板
上の配線抵抗値による遅延並びに波形ひずみでデータの取り込みミスを低減することがで
きる。また低速である制御信号を画像データ信号の外側で伝送することにより、クロック
信号と画像データ信号のガラス配線抵抗値の差を小さくすることができセットアップ及び
ホールドタイムのマージンを確保することが容易になる。このように、クロック信号線２
０を画像データ信号線１８と画像データ信号線１９の間に配置することにより、表示品質
の優れた液晶表示装置を提供することができる。
【００４１】
本発明の実施の形態２．
　本実施の形態について図１０を用いて説明する。図１０は液晶表示装置のソースドライ
バＩＣに設けられた入力用バンプ周辺の構成を示す平面図である。本実施の形態は実施の
形態１に比べてＦＰＣ２１と入力用バンプとの間の構成が異なるものであり、実施の形態
１と同様の構成については説明を省略する。
【００４２】
　本実施の形態ではＦＰＣ２１においてＧＮＤ用端子２４ｃ及びアナログ電源用端子２３
ｃを右側のソースドライバＩＣ１０１ｂに接続させ、デジタル電源用端子２５ｃ、正極性
側の階調電圧用端子２２ｃ及び負極正側の階調電圧用端子２６ｃを左側のソースドライバ
ＩＣ１０１ａと接続させている。デジタル電源用端子２５ｃをＦＰＣ２１の左側に設ける
ことによって、額縁領域を大きくすること無くＧＮＤ２４ｄとアナログ電源２３ｄの配線
幅を広くすることができる。通常、アナログ電源２３ｄとデジタル電源２５ｄに流れる電
流の和はＧＮＤ２４ｄに流れる電流と同程度になるので、アナログ電源２３ｄに比べてデ
ジタル電源２５ｄに流れる電流が極端に小さい場合、ソースドライバＩＣ１０１に流れる
電流の中でＧＮＤ２４ｄとアナログ電源２３ｄに流れる電流が支配的になる。そのため、
ＧＮＤ２４ｄとアナログ電源２３ｄの配線幅を太くすることが望ましい。ＦＰＣ２１の左
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側にデジタル電源用端子２５ｃを設けて左側のソースドライバＩＣ１０１ａと接続してい
る。一方、ＦＰＣ２１ａの右側にはＧＮＤ用端子２４ｃとアナログ電源用端子２３ｃの２
つのみ設けて、右側のソースドライバＩＣ１０１ｂと接続させている。これにより、ＦＰ
Ｃ２１ａの右側の側部に設けられている入力用配線がＧＮＤ２４ｄとアナログ電源２３ｄ
の２種類のみとなり、実施の形態１と比べてデジタル電源２５ｄの分だけＧＮＤ２４ｄと
アナログ電源２３ｄの配線を太くすることができる。
【００４３】
　さらに本実施の形態ではＦＰＣ２１の右側の側部においてＧＮＤ用端子２４ｃを最も外
側に配置して、その内側にアナログ電源用端子２３ｃを配置している。ソースドライバＩ
Ｃ１０１ｂの基板端側においては最も左側にＧＮＤ用バンプ１ｂを配置して、その隣にア
ナログ電源用バンプ２ｂを配置している。これにより、最も電流の流れるＧＮＤ２４ｄの
配線長をアナログ電源２３ｄよりも短くすることができ、配線抵抗の劣化を防ぐことがで
きる。ＦＰＣ２１の左側（ソースドライバＩＣ１０１ａ側）の側部においても、デジタル
電源用端子２５ｃ、正極性側の階調電圧用端子２２ｃ及び負極正側の階調電圧用端子２６
ｃの内、デジタル電源用端子２５ｃを最も外側に設けている。さらにソースドライバＩＣ
１０１ａの右側においてもデジタル電源用バンプ１１ａ、正極性側の階調電圧用バンプ９
ａ及び負極正側の階調電圧用端子１０ａの内、デジタル電源用バンプ１１ａを最も右側に
設けている。これにより、デジタル電源２５ｄの配線長を階調電圧より短くすることがで
きる。ソースドライバＩＣ１０１の基板端側においてＧＮＤ及び電源の入力用バンプを階
調電圧の入力用バンプよりも外側に設けることにより配線抵抗の劣化による表示品質の低
下を防ぐことができる。
【００４４】
　このように本実施の形態ではＧＮＤ用端子２４ｃをＦＰＣ２１の側部の最も外側に配置
して、ＧＮＤ用バンプ１をソースドライバＩＣ１０１ｂの側部の最も外側に配置すること
により、端子とバンプ間の距離を近づけることができガラス基板上の配線長を短くするこ
とが出来る。これにより、ＦＰＣ２１をソースドライバＩＣ間に配置した場合であっても
、配線抵抗の劣化による表示品質の低下及び出力エラーを防ぐことが出来る。最も大きい
電流が流れる端子をＦＰＣ２１の外側に設け、その端子と接続する入力用バンプと対向さ
せるようにソースドライバＩＣ上に配置させることより、配線抵抗による表示品質の劣化
を防ぐことができる。また、ＦＰＣ２１の側部においてアナログ用電源端子２３ｃをＧＮ
Ｄ用端子２４ｃの内側の隣に配置して、ソースドライバＩＣ上においてもアナログ電源用
バンプ２ｂをＧＮＤ用バンプ１ｂの内側の隣に設けている。これにより、ＧＮＤ２４ｄの
次に電流が大きいアナログ電源２３ｄについても配線長を短くすることができ、配線抵抗
を低減することができる。
【００４５】
発明の実施の形態３．
　本実施の形態について図１１を用いて説明する。図１１は液晶表示装置のソースドライ
バＩＣに設けられた入力用バンプ周辺の構成を示す平面図である。本実施の形態は実施の
形態１に比べてＦＰＣ２１と入力用バンプとの間の構成が異なるものであり、実施の形態
１と同様の構成については説明を省略する。
【００４６】
　本実施の形態では１つのソースドライバＩＣ間に１つおきにＦＰＣ２１を実装して、ソ
ースドライバＩＣ２個に対してＦＰＣ２１の１個を接続する。このＦＰＣ２１ａによって
左右両方のソースドライバＩＣ１０１ａ及びソースドライバＩＣ１０１ｂを動作させるた
めの信号及び電源を全て供給している。すなわち、ＦＰＣ２１の左側の側部にはソースド
ライバＩＣ１０１ａと接続するための端子を設け、ガラス基板上の入力用配線を介してソ
ースドライバＩＣ１０１ａのそれぞれの入力用バンプと接続している。ソースドライバＩ
Ｃ１０１ａでは入力用バンプの右側のブロックが用いられる。ＦＰＣ２１の右側の側部に
はソースドライバＩＣ１０１ｂと接続するための端子を設け、ガラス基板上の配線を介し
てソースドライバＩＣ１０１ｂのそれぞれの入力用バンプと接続している。ソースドライ



(13) JP 4198736 B2 2008.12.17

10

20

30

40

50

バＩＣ１０１ｂでは入力用バンプの左側のブロックが用いられる。ガラス基板上にはＧＮ
Ｄ２４、アナログ電源２３、デジタル電源２５、負極性側の階調電圧２６及び正極性側の
階調電圧２２の入力用配線がＦＰＣの両方の側部に設けられている。この構成ではソース
ドライバＩＣ１０１の略半分の数のＦＰＣ２１が接続される。このような構成によりＦＰ
Ｃ２１の接続箇所の数を半分にすることができるため部品点数を少なくすることができ、
接続するためのＦＰＣ実装時間を短縮することが出来る。これにより、製造コストを低減
することができる。
【００４７】
　ＦＰＣ左側の側部には外側から順にＧＮＤ用端子２４ｃ、アナログ電源用端子２３ｃ、
デジタル電源用端子２５ｃが設けられている。この順番は電流が多く流れる順と同様にな
っているためＧＮＤ２４ｄ、アナログ電源２３ｄ、デジタル電源２５ｄの順に配線長を短
くすることができる。さらに内側には負極性側の階調電圧用端子２６ｃ及び正極性側の階
調電圧用端子２２ｃが設けられている。このようにＧＮＤ及び電源系統の端子を階調信号
系統の端子の外側に設けることにより、配線抵抗の劣化による電圧降下を極力抑えること
ができる。
【００４８】
発明の実施の形態４．
　本実施の形態では図１２に示す様にソースドライバＩＣ１０１と対向してソースドライ
バＩＣ１０１が設けられている箇所の基板端側にＦＰＣ２１を取り付けている。この場合
、それぞれのソースドライバＩＣ１０１に対応してＦＰＣ２１が取り付けられているため
、ソースドライバＩＣ１０１の数とＦＰＣ２１の接続箇所の数を同じ数となる。そして、
ソースドライバＩＣ１０１の基板端縁側のガラス基板上にＦＰＣ２１が取り付けられる。
このソースドライバＩＣ１０１は図３で示したバンプ配列を有するソースドライバＩＣ１
０１が用いられ、ＡＣＦを介してガラス基板２７と接続している。
【００４９】
　この入力用バンプ周辺の構成について図１３を用いて説明する。図１３は液晶表示装置
のソースドライバＩＣに設けられた入力用バンプ周辺の構成を示す平面図である。本実施
の形態ではＦＰＣ２１はソースドライバＩＣ１０１の長辺方向の中央付近に接続されてい
る。ＦＰＣ２１とＧＮＤ２４ｂ、アナログ電源２３ｂ及びデジタル電源２５ｂとの接続に
はソースドライバＩＣ１０１の入力用バンプにおいて中央のブロック（ＧＮＤ用バンプ７
ａ、アナログ電源用バンプ６ａ、デジタル電源用バンプ８ａ）が用いられる。階調電圧に
は中央のブロックの両隣に配置されている正極性側の階調電圧用バンプ９と負極性側の階
調電圧用バンプ５が用いられる。ＦＰＣ２１には左側から正極性側の階調電圧用端子２２
ａ、アナログ電圧用端子２３ａ、ＧＮＤ用端子２４ａ、デジタル電源用端子２５ａ、負極
性側の階調電圧用端子２６ａの順番で設けられている。そして、ＦＰＣ２１の中央にはＧ
ＮＤ用端子２４ａが設けられている。ソースドライバＩＣ１０１の長辺１０２の中央には
このＧＮＤ用端子２４ａとＧＮＤ２４ｂを介して接続されるＧＮＤ用バンプ７ａが設けら
れている。ＧＮＤ用バンプ７ａとＧＮＤ用端子２４ａが位置合わせされている。これによ
り、ＧＮＤ２４ｂの配線が基板端と垂直になり他の配線に比べて配線長を短くすることが
できる。同様にデジタル電源及びアナログ電源の配線も階調電圧の配線よりも短くするこ
とができる。これにより配線抵抗の劣化による表示品質の低下を防ぐことができる。この
ようにソースドライバＩＣの長辺の中央に最も電流が流れる配線のバンプを設け、このバ
ンプと対応するようにＦＰＣ２１の端子を中央に設けることによって、配線抵抗による表
示品質の低下を防ぐことができる。
【００５０】
　このように本発明にかかるソースドライバＩＣを用いることによって、ＦＰＣをソース
ドライバＩＣ間に配置すること及びソースドライバＩＣと対向させて配置することのいず
れもが可能になる。このようなバンプ配列を有するソースドライバＩＣを用いることによ
って、ガラス基板上におけるソースドライバＩＣ、入力用配線及びＦＰＣ２１の構成につ
いて実装スペースに制約がある場合であっても、抵抗値を低減することができる構成とす
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ることが可能になる。例えば、複数のソースドライバＩＣ１０１を等間隔で実装すること
も容易に行うことができ、ソースドライバＩＣ間におけるロジック信号の抵抗の均一化を
図ることができ、表示品質を向上することができる。ソースドライバＩＣ間にＦＰＣを実
装する構成及びソースドライバＩＣとＦＰＣを対向させる構成のいずれの構成でも同じソ
ースドライバＩＣを用いることができ、ソースドライバＩＣの共通化を図ることができる
。ソースドライバＩＣの製造コストを低減することができる。
【００５１】
　ソースドライバＩＣ１０１の入力用バンプのピッチはＦＰＣ２１の端子ピッチに比べて
十分小さい。入力用バンプのピッチをＦＰＣ２１の端子ピッチと近くなるよう設定するこ
とで、それぞれの配線を基板端と垂直にすることができる配線長を短くすることができる
。この入力用バンプのピッチは図４で示したそれぞれの入力用バンプに設けられるバンプ
数を調整することにより、変更することができる。これによりソースドライバＩＣへの電
圧降下による出力エラーを低減することができる。さらに本実施の形態ではソースドライ
バＩＣ間にＦＰＣを接続していないため、各ソースドライバＩＣ間の間隔を狭くすること
ができ、カスケード接続されているロジック信号の配線抵抗値を小さくことができ、ガラ
ス上での信号の高速伝送が可能になる。
その他の実施の形態． 
【００５２】
　本発明は上述した実施の形態だけに限られず、様々な変更が可能である。例えば、上述
の実施の形態において示した正極性側の階調電圧と負極性側の階調電圧における配線、バ
ンプ、端子の構成は反対であってもよい。また実施の形態ではＧＮＤ２４ｄに流れる電流
が最も大きいとしたが、これ以外の配線に最も電流が流れるときはそのバンプを最も外側
に設ければよい。同様にＦＰＣの端子も最も側部側にもうければよい。もちろんソースド
ライバＩＣ１０１にかぎらずゲートドライバＩＣに対しても利用することができる。
【００５３】
　なお上述の実施の形態においてＦＰＣの数はＦＰＣとガラス基板が接続されている箇所
の数を示したものである。すなわち、１つのＦＰＣがガラス基板の外で分岐されてガラス
基板と接続されている構成の場合は接続箇所の数がＦＰＣの数となるものとする。なお、
ＦＰＣの端子は右側と左側の配置を対称的に入れ替えても同様の構成を得ることができる
。このような構成でもガラス基板上の配線の引き回しにおける配線抵抗値を小さくするこ
とが可能になり、ソースドライバＩＣにおけるロジック処理及び所望の電圧を正常に出力
することができる。ソースドライバＩＣ間にＦＰＣを接続した場合でも基板端からソース
ドライバＩＣ間の配線長を短くすることでき、配線抵抗値を低減することが可能になる。
そして、クロックの配線を画像データの中間に配置することにより、データ及びクロック
の配線抵抗値による波形ひずみの影響を抑制することが可能である。さらに、ＦＰＣをソ
ースドライバＩＣ間に実装することでパネルサイズを大きくすることなく液晶表示装置を
製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】液晶表示パネルの構成を示す上面図である。
【図２】本発明の実施の形態１にかかる液晶表示装置の液晶表示パネル端部の構成を示す
平面図である。
【図３】本発明の実施の形態１にかかる液晶表示装置のソースドライバＩＣの構成を示す
平面図である。
【図４】本発明の本実施の形態１にかかる液晶表示装置のソースドライバＩＣに設けられ
たＧＮＤ用バンプの構成を示す平面図である。
【図５】本実施の形態１にかかる液晶表示装置のソースドライバＩＣに設けられた階調電
圧用バンプの構成を示す平面図である。
【図６】本実施の形態１にかかる液晶表示装置のソースドライバＩＣに設けられた階調電
圧用バンプの別の構成を示す平面図である。
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【図７】本発明の実施の形態１にかかる液晶表示装置のソースドライバＩＣに設けられた
入力用バンプ周辺の構成を示す平面図である。
【図８】本発明の実施の形態１にかかる液晶表示装置のソースドライバＩＣに設けられた
ロジック信号用バンプ周辺の構成を示す平面図である。
【図９】本発明の実施の形態１にかかる液晶表示装置のソースドライバＩＣに設けられた
ロジック信号用バンプ周辺の別の構成を示す平面図である。
【図１０】本発明の実施の形態２にかかる液晶表示装置のソースドライバＩＣに設けられ
た入力用バンプ周辺の構成を示す平面図である。
【図１１】本発明の実施の形態３にかかる液晶表示装置のソースドライバＩＣに設けられ
た入力用バンプ周辺の構成を示す平面図である。
【図１２】本発明の実施の形態４にかかる液晶表示装置の液晶表示パネル端部の構成を示
す平面図である。
【図１３】本発明の実施の形態４にかかる液晶表示装置のソースドライバＩＣに設けられ
た入力用バンプ周辺の構成を示す平面図である
【図１４】従来の液晶表示装置のソースドライバＩＣに設けられた入力用バンプ周辺の構
成を示す平面図である
【符号の説明】
【００５５】
１　ＧＮＤ用バンプ、２　アナログ電源用バンプ、３　デジタル電源用バンプ、
４　正極性側の階調電圧用バンプ、５　負極性側の階調電圧用バンプ、
６　アナログ電源用バンプ、７　ＧＮＤ用バンプ、８　デジタル電源用バンプ、
９　正極性側の階調電圧用バンプ、１０　負極性側の階調電圧用バンプ、
１１　デジタル電源用バンプ、１２　アナログ電源用バンプ、
１３　ＧＮＤ用バンプ、１４　デジタル信号用バンプ、
１５　デジタル信号用バンプ、１６　出力用バンプ、１７　制御信号線、
１８　画像データ信号線、１９　画像データ信号線、２０　クロック信号線、
２１　ＦＰＣ、２２　正極性側の階調電圧、２３　アナログ電圧、２４　ＧＮＤ、
２５　デジタル電源、２６　負階調側の階調電圧、２７　ガラス基板、
３３　液晶表示パネル、３４　表示領域、３５　額縁領域、３６　制御回路部、
５０　バンプ、５１　バンプ、６０　カスケード配線、６１　入力用配線
１０１　ソースドライバＩＣ、１１１　ゲートドライバＩＣ
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